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会 長 退 任 挨 拶

1　はじめに

　全国青年税理士連盟（以下「当
連盟」という。）会員の皆様にお
かれましては、益々ご清栄のこ
ととお喜び申し上げます。平素
は、当連盟の活動に深いご理解
と多大なるご協力を賜り、この
場をお借りしまして厚く御礼申
し上げます。
　約1年半前に、坂田覚会長等
推薦審議委員長より会長就任の
要請を受け、わたしのような凡
人は当連盟の会長にふさわしく
ないと当初は思いました。し
かし、当連盟は任期が1年であ
り、これからも毎年会長を選任
していかなくてはなりません。
わたしの就任により会長のハー
ドルが下がり、今後なり手が増
えるきっかけができるというこ
と、青税に入会したおかげで今
日の自分があること、そして当
連盟は毎年全国の優秀な会員が
部長・委員長として活躍されて
いるため何とかなるだろう、と
思い就任させていただきました。
実力不足のためいろいろ大変な
ことがありましたが、退任まで
辿り着けそうなのは執行部や理
事の皆様、各単位青税代表や会
員の皆様にご協力いただいたか
らであり、月並みな表現ですが
本当に感謝しています。事業の
詳細については総会議案書に記
していますので、各事業に対す
る個人的な感想などを記載し

て、少しでも今後の参考にして
いただきたいと思っています。

2　税理士法改正について

　平成26年3月20日に参議院
本会議において「所得税法等の
一部を改正する法律」が可決さ
れました。当連盟のここ数年間

の活動は税理士法改正に対する
活動が最重要項目であったとい
えます。日本税理士会連合会（以
下「日税連」という。）に何度も
意見書・要望書を提出するとと
もに、毎年1回開催される懇談
会の場においても当連盟の意見
を主張してきました。
　法改正の内容については、皆
様ご承知のとおり、最重要課題
であった資格取得問題について
政治決着が図られ、当連盟に
とっては不満の残る内容となり
ました。この内容での改正なら
何も改正されない方がよかった
という声も聞こえてきます。「国
民のための税理士制度の確立」
に向けてさらなる活動がこれか
らも必要です。

　今年度はまず今回の改正を振
り返るという点で坂田純一会員
による研修会を開催するととも
に、今後の税理士法改正の足掛
かりを築くために各単位青税か
らの意見聴取と法対策部会・理
事会で議論を行い、意見書を日
税連に提出しました。他の事業
との兼ね合いやわたしの力不足
で項目を絞った意見書の作成に
なってしまいましたが、次年度
以降では次回の改正に向けてゼ
ロベースからの議論を行ってい
ただきたいです。
　また、今回の改正の経緯を振
り返ったとき、日税連の組織の
問題にも取り組む必要があると
の考えから、日税連機構改革に
ついて議論を行い、要望書を提
出しました。今後も日税連の動
向を注視するとともに、組織の
あり方について議論と提言を続
けていただきたいです。

3　税制改正について

　税制改正については例年通
り、法対策部会や理事会で意見
を取りまとめ、日税連に要望書
を提出しました。本来は2月ご
ろに提出を予定していましたが、
部長・委員長間の連絡調整体制
に不備があり、4月に入ってか
らの提出になってしまいました。
どの事業でも所掌と責任を明確
化し、事業の円滑な運営に努め
なければならないわけでして、
大いに反省しているところです。

� 会 長退任挨拶

　　　一 年 を 振 り 返 っ て
会 長　坂 本 和 穂
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会 長 退 任 挨 拶
　税制については税理士に建議
権が与えられていることを真摯
に受け止め、税務に関する専門
家として、今後も議論と意見提
言の継続を期待しています。

4　�納税者を取り巻く
　　諸問題に対して

　納税者権利憲章については、
参考文献もそう多くなく、当連
盟でもこれまであまり理論的な
研究等をしてこなかったのでは
ないかとの考えから、納税者権
利憲章の研究者である立命館大
学の望月先生を講師に招いた研
修会を1月に開催しました。滋
賀での研修会でしたが、所要で
開始予定時間を大幅に遅れて到
着された望月先生が、タクシー
を降りて駆け足で会場に入って
来られた光景が思い起こされま
す。研修会の内容は非常に有益
なものでした。
　翌月2月にはその成果を元に
国会議員の方々へ権利憲章制定
に向けた陳情を行いました。予
算委員会見学という貴重な経験
もさせていただきましたが、現
在の自民党政権下での早期の憲
章制定はそうとう困難なことだ
と痛感もしました。納税者権利
憲章については国際社会の最新
動向も注視しながら、わが国で
の制定に向けた活動が今後も必
要です。

5　組織活動について

　近年、全国の単位青税で会員
の獲得と定着の困難さについて
の話をよく耳にします。わたし
も自分の所属する近畿青税での
苦労を目の当たりにしています。
当連盟は全国組織を名乗ってい
ますが、実情は大都市圏の単位
青税の会員が大多数を占めてお

り、個人会員は30名ほどであり、
全国に拠点が存在するとは言い
難い現状です。そこで個人会員
の獲得を目指し、全国の税理士
のホームページから1,700名ほど
のアドレスを拾い出し、勧誘メー
ルの配信をしました。結果とし
て会員が得られたわけではない
ですが、多少の反応もありまし
たので、今後の参考にしていた
だきたいです。
　また、当連盟未加入の任意団
体の執行部の方々の懇談会を開
催しました。こちらも今年度中
に入会という成果は得られませ
んでしたが、組織活動は長期的
に取組む必要があります。まず
当連盟の存在と活動内容を知っ
ていただき、体験参加していた
だく、そして入会していただく、
という風に段階を踏んでいくよ
うな方法がいいのかもしれませ
ん。本年度は最低限の種まき程
度しかできませんでしたが、今
後も全国に青税の輪を広げる活
動に取り組んでいただきたいと
思います。

6　�韓国税務士考試会
　との交流について

　9月には名古屋で両国の税務
調査をテーマに勉強会を開催し
ました。言葉の問題があります
ので簡単な質疑応答にも時間が
かかってしまい、今後の運営に
おいて一層の工夫が不可欠であ
ると思います。今回はご家族も
含めて考試会の方々に多数お越
しいただき、懇親会と2次会が
非常に盛り上がりました。来年
のソウルでの勉強会には当連盟
から多くの会員が参加されるこ
とを期待します。
　11月にソウルで開催された
考試会の総会は盛大なものでし

た。片山会長時から始まった、
日本側会長による全文韓国語で
のスピーチを引き継がざるを得
ず、非常に緊張して臨みました。
事前の練習の甲斐あって韓国の
方々に何とか内容が伝わったよ
うです。2次会のカラオケでは
青木会長時から始まった、日本
側会長による韓国語でのカラオ
ケ披露があり、こちらも練習の
甲斐あって無事に終えることが
できました。考試会の方々の心
温まるおもてなしは夜中まで続
き、少々疲れましたが非常に印
象深い思い出となりました。
　今年度は全国青税の財政状況
の立て直しをすべく、事務局家
賃やホームページ管理料の値下
げに取り組むなど、効率的な運
営を心がけました。誌面の都合
で記述できなかった他の事業に
つきましても、今後さらに発展
強化させ、当連盟活動をさらに
盛り上げていただきたいです。
振り返ってみると、力不足もあ
り、手をつけることができなかっ
た事業も多く、反省すべき点が
多いです。歴代会長・執行部と
比べますとさまざまな問題のあっ
た1年かもしれませんが、最後
までお付き合いいただいた各部
長・委員長、理事及び各単位青
税代表には心より感謝していま
す。
　今後も会員の皆様の、当連盟
活動に対するご理解とご協力を
お願いしまして、退任の挨拶と
させていただきます。ありがと
うございました。
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各 部 報 告

　「総務部長は裏方に徹するも
のだ」と瀬川前総務部長に教え
られたものの、今年度はやたら
と総務部上程の審議事項が多
く、また上程するたびに理事会
が紛糾し、批判の矢面に立たさ
れることもしばしばで、完全に
瀬川さんにダマされたと今になっ
て気付いた小林です、こんにち
は。
　とはいえ、この一年はとても

充実しておりました。間近で坂
本和穂という偉大な人物の動静
をつぶさに観察できたことは、
今後の人生において大いなる収
穫と言えるでしょう。
　また、事務局の神田さんには
常にバックアップしていただき
ました。不慣れなわたしと就任
したての神田さんという凸凹コ
ンビでしたが、彼女の並々なら
ぬ適応能力によりなんとか難局

を乗り切ることができました。
この場をお借りして御礼申し上
げつかまつります。
　各部長、委員長、単位青税代
表の皆様、そして理事の皆様、
毎回スムーズな理事会運営にご
協力いただきましたこと、重ね
て感謝申し上げます。もう退任
しますのでこれからはボクのこ
とイジめないでね。

　経理部長を務めさせて頂きま
した櫻井です。
　経理部と言う裏方に徹する部
ではありますが、韓国税務士考
試会の総会訪問、日税連懇談会
への出席、全青会費値上げの検
討等、今年度は、例年にはあり
得ないほど非常に活動的な経理
部長として一年間を過ごさせて
頂きました。
　特に会費値上げに関しては、
平成26年4月からの消費税率引
き上げに対する措置として、全
青の財政立て直しのためにも実
行したかったのですが、思いの

ほか単位会の財政状況も厳しい
という現実を知り断念した次第
ですが、理事全員で全青の財政
状況を理解してもらう良い機会
になったのではないかと考えて
おります。他にも総務部長と協
調しながら、全青事務局の必要
性の検討を含め、いろいろな角
度から財政状況の再認識を促す
ための意見を示させて頂きまし
た。これらに関しては、全青が
今後も長期的に活動していく上
で、避けては通れない議論かと
思います。
　全青ももう引退すべき時期を

過ぎているにも関わらず、まさ
かまさかの会長からの部長指名
を受けて、坂本執行部の一員と
して活動させて頂いた一年間で
した。今まで以上に、全青の皆
様とお会いする機会が多く得ら
れたことに感謝致しております。
就任の際の広報誌原稿におい
て、全青理事も今年こそ最後の
年、と書いておりましたが、ど
うやら最後の年とはならないよ
うです。
　皆様、次年度も宜しくお願い
致します。

総務部

部長　小 林 弘 隆
（名古屋青税）

〜各部長編〜

経理部

部長　櫻 井 繁 樹
（近畿青税）

一年を振り返って
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各 部 報 告

　昨年夏に研究部長を拝命して
から、長いようで短い一年があっ
という間に過ぎました。
　今年11月の秋季シンポジウ
ム開催まで2年度越の仕事とな
り、最後までやり遂げられるの
か不安を抱えながらの就任でし
たが、皆様のお力添えをいただ
き、何とか会場・統一テーマの
決定まで至ることができました。
　また、「発表オリンピック」企

画についても開催が決定しまし
た。4つの評価ポイントを軸に、
会員の皆様に採点していただき、
優秀発表2単位青税を選んで投
票していただくという企画です。
爽やかな秋の1日、時間をかけ
て論文を書きその発表について
もご苦労された各単位青税の研
究発表を、是非、より多くの会
員の皆様に見ていただきたいと
思っております。

　メンバー30名を越える東京
シンポジウムバックバンドを結
成し懇親会準備も上々です。
　まだまだこれからが開催準備
の大詰めになりますが、最後ま
で東京青税一丸となって、全国
の皆様をお迎えできるよう走り
きりたいと思います。
11月 8日（日）
　　大手町サンケイプラザ
　　　でお会いしましょう！！

　振り返ると任期が始まる前
は、1年が長い期間に感じまし
たが、現時点で、あと2カ月が
残されているばかりで、時間が
経つのが早いのに驚きと感慨を
覚えています。
　私自身はなじみがあるとは言
えなかった全国青税の活動を少
しでも感じることができて、こ
れからの青税活動に必ずや活き
てくるものと思っています。
　組織部は、坂本会長のリーダー
シップの下、個人会員への青税
活動に関するアンケートや、全
国各地へのメールでの青税紹介

と入会勧誘など、新しい取組み
を行ってきました。応援のメッ
セージを頂いたり、中には青税
への厳しい意見もありましたが、
現在の青税が外部からどう見ら
れているのかの重要な情報でも
あります。こうした取組みはす
ぐには成果に結び付きにくいで
すが、地道な取組みがいつか花
開くこともあると思います。　
　3月には組織拡大会議を開催
して、各単位青税の組織活動を
情報交換しました。単位青税ご
とに会員構成など地域性が違い
ますので、即、自分の所で始め

るわけにはいかないでしょうが、
大いに刺激を受けました。
　最後になりますが、坂本会
長はじめ執行部の方々には様々
なご協力を頂き、ありがとうご
ざいました。また、組織部員の
みなさまにも貴重なご意見をも
らったり、作業を分担して頂き
ました。この場を借りてお礼申
し上げます。

研究部

部長　宮 石 奈 緒 子
（東京青税）

〜各部長編〜

組織部

部長　南 波 隆 之
（神奈川青税）

一年を振り返って
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各 部 報 告

　全国青年税理士連盟・厚生部
長を仰せつかってから一年が経
とうとしています。私の厚生部
長としての役割は、理事会後の
懇親会の進行をすることでし
た。お店の手配や会費の集金に
あたっては、開催地青税の多大
なるご協力を賜りました。この
場を借りて厚く御礼申し上げま
す。司会進行にあたっては、ペー
ス配分を間違えて役立たずにな
るという粗相もございましたが、

部員さんたちのおかげで滞りな
く行うことができました。森岡
部員、村岡部員、本当にありが
とうございました。
　理事会においては真剣に議論
を交わし、懇親会では腹を割っ
た話をするという全青の良き伝
統のなかで、多くの会員と心を
通わすことができたのは、私に
とってかけがいのない財産とな
りました。全青において、この
良き伝統が引き継がれていくこ

とを望むばかりです。全青の会
員の皆様、全青の理事として活
動するチャンスが訪れた際には、
是非とも掴み取ってください。
得られるものの大きさは計り知
れません。
　最後に、厚生部長としての役
割を与えてくださった坂本会長、
ならびにその人事を承認してく
ださった会員の皆様に感謝を申
し上げます。誠にありがとうご
ざいました。

　昨年の8月に国際部長を拝命
し、長いようで短い1年でした。
国際部は韓国税務士会との国際
交流を主な事業としていますが、
語学のできない中、1年間その
職責を全うすることができ正直
少しほっとしております。
　国際部としてメインの活動は
勉強会の開催ですが、2014年
10月4日名古屋にて「日韓両国
の税務調査比較」をテーマに勉
強会を開催しました。資料作り、
会場のセッティング、資料の翻
訳、当日の運営、と部員が少な
い中での準備は非常に大変でし

た。それでも、皆様のお力を借
り韓国からは20名の考試会の
皆様に参加いただき、勉強会が
盛況に終了できたことは非常に
良い経験が出来たと思っており
ます。また、勉強会後の懇親会
でも孝試会の皆様と親睦を図る
ことができ楽しい時を過ごさせ
ていただきました。是非、今後
もこの勉強会を末永く継続して
行っていただきたいと思います。
なお、今年は9月11日に韓国ソ
ウルで勉強会が開催されます。
多くの皆様の参加をお待ちして
おります。

　最後になりますが、部員の皆
様、会員の皆様の力をお借りし、
1年間国際部長の役職を無事に
務めることができました。本当
に1年間ありがとうございました。

厚生部

部長　折 戸 俊 行
（岐阜青税）

〜各部長編〜

国際部

部長　森 　 智 之
（東京青税）

一年を振り返って
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各 部 報 告

　広報部をお引き受けしてあっ
という間に1年間が過ぎてしま
いました。不慣れなせいで皆様
にご迷惑をおかけしたにもかか
わらず原稿依頼を快く引き受け

頂きましたこと、感謝いたしま
す。
　青税の活動を後方から支援す
る広報部（？）皆様に支えられ、
たくさんのことを勉強しまし

た。全青の活動の息使いをうま
くお伝えできたでしょうか。こ
の広報誌が皆様のお手元に届く
まで、もう少し頑張りたいと思
います。

広報部

部長　小 森 秀 子
（埼玉青税）

　平成26年11月13日（木）日本
税理士会館において、日本税理
士会連合会（以下、「日税連」と
いう。）及び日本税理士政治連盟

（以下、「日税政」という。）の執
行部との懇談会が開催された。
　日税連からは池田会長、浅田
専務、中村専務、和田専務、池
谷総務部長が、日税政からは小
川会長、小林幹事長が同席して
開催となった。全国青税からは
坂本会長以下19名での参加と
なった。
　今年度のテーマは法対策部に

設置のある委員会、納税環境整
備、税制、税理士制度の 3 本
柱で行った。ジャスト 2 時間で
の懇談となった。以下にその要
旨を掲載する。なお内容につい
ては字数の制約により要約・意
訳しているところがある旨ご理
解いただきたい。
★池田日税連会長あいさつ
　毎年恒例となったが、年末に
なると青税から懇談会でいろい
ろと要望が出てくる。我々は真
摯に受け止め、必ずや会務に反
映させたい。

　衆議院の解散が行われるよう
だが、政権がどうなろうと、我々
はあるべき税制について活発な
意見交換を進めていきたい。今
日はいろいろと意見交換をした
い。
★坂本会長あいさつ
　本日は税理士制度以外にも、
納税者権利憲章や番号制度と
いった、いわゆる納税環境整備
や税制についての議題も掲げさ
せていただいた。中心となるの
は税理士制度に関わるところだ
と思うが、懇談会が将来の税理
士制度の発展につながればと
思っている。
★小川日税政会長あいさつ
　前向きな気持ちがあれば、そ
れは青税であると思う。常に前
向きでないと制度自身が死んで
しまう。懇談会が有意義なもの
になればと思っている。

日税連及び日税政との懇談会
�平成26年11月13日/日本税理士会館�

法対策部長　谷 川 洋 平

〜各部長編〜
一年を振り返って

� 坂本会長� 小林総務部長�
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１　納税環境整備

鈴木：納税者権利憲章につい
て。日税連の税制改正要望書か
らは権利という文字が依然除か
れたままになっている。納税者
権利憲章の制定が叫ばれ、関連
諸規定の法制化が望まれてい
る。ここでさらに義務を追加
し、強化していく議論はいかが
なものかと考える。
浅田専務理事：権利の言葉を
持ってくると義務の視点がはず
れてしまうだろうということで、
この納税者憲章という言葉を
我々は使っている。直接の関係
はないが行政不服審査法が今年
改正される。一歩二歩前進した
部分での改正がされている。評
価していただきたい。
鈴木：改正が行なわれていい方
向には向かっていると思う。行
政不服審査法は一般法であっ
て、国税通則法は特別法になっ
ている。その時点で納税者と課
税庁側とのバランスが悪くなっ
ている。法律で定められている
大半は義務であり、一般の納税
者に「あなたたちにはこういっ
た権利があるのですよ。」と目
に見えるものとして作ることは
大切だと考える。
小川会長：納税者権利憲章は
我々日税政も必要だと思う。あ
と一歩までいったが権利という
言葉に非常にナーバスになって
いる政治家がいる。意見はもっ

と強く言うこと。強く言い続け
ないと、言っていないじゃない
かと言われてしまう。強く言い
続ける必要がある。
坂井：行政不服審査法は事後の
救済になる。納税者権利憲章は
基本的にはその事後に至る前の
周知をするもの。増税傾向の中
では課税庁側と国民納税者の間
で軋轢が生まれる可能性があ
る。丁寧な税務行政の運営、円
滑化に資するという意味でも、
納税者権利憲章はやはり作成し
ておくべき。政治的な抵抗があ
るのはわかるが、今回のこの記
述を踏まえて何かアクションを
起こすような予定はあるのか。
小川会長：日税政的にはない。
水野：3年前に自民党に政権が
変わってから、建議書からは自
民党案に合わせる形で権利が落
ちた。青税としてはその後ずっ
とこの権利にこだわって質問し
ている。義務は当然法律に定め
があるもので、知るも知らない
も強制され、罰則もある。権利
を強く保障していかないと、義
務と権利のバランスが取れない。
次回の建議書に権利を入れるよ
うに強く要望する。
鈴木：日税連の関連団体、ア
ジア・オセアニアタックスコン
サルタント協会（AOTCA）の
会長に池田会長が選出された。
AOTCA はモデル納税者権利
憲章を公表している。会長のお
膝元である日税連でも納税者権

利憲章の制定を進めていただき
たい。
鈴木：番号制度について。番号
法では個人番号を取り扱うすべ
ての事業者を対象とすることと
している。我々税理士は個人番
号関係事務実施者に位置付けら
れて中小規模事業者には該当し
ないことになり、多くの安全管
理措置を講じなければならず、
違反すると罰則規定もある。実
際には行政機関が特定個人情報
等を管理すべきで、一般の事業
者にここまでの義務を負わせる
ようなシステムを構築すべきで
はない。
浅田専務理事：税理士事務所用
の管理措置が出来ないか検討
中。個人番号から税理士業界は
逃れられない。すべての税理士
が対応できる対策を考えている。
管理の部分から外れないかより
も法律なので仕方がないと考え
ている。税理士が困らないよう
に進めている。
鈴木：なんでも決まったものだ
からと押しつけられるようなこ
とになってしまうことを危惧し
ている。研修ホームページで社
会保障・税番号制度（入門編）
が配信されている。どういった
ものがこれから必要なのか、ど
ういったことをやらなくてはい
けないのか情報提供すべき。

� 池田日税連会長� 小川日税政会長� 小林日税政幹事長
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２　税制

櫻井：税制の建議書について。
各単位税理士会から意見書が寄
せられてくるが、どれぐらい日
税連で作成する税制改正の建議
書に盛り込まれているのか。　
また別に日税連税制審議会とい
う会長の諮問委員会が存在する
が、そちらの諮問委員会からの
意見書、答申についてはどのよ
うに建議書に盛り込まれている
のか。そして我々青税の税制改
正意見書も有効的に活用されて
いるのか。
浅田専務理事：調査研究部の所
掌で、15単位会全てから出て
くる。その中から各項目を議論
して建議書ができる。当然に青
税からの要望項目も検討されて
集約されており、膨大な量の審
議をやっている。最近は細部に
まで集めたのが、あの分厚い冊
子。
櫻井：日税連税制審議会から答
申を受けたものについては建議
書に盛り込まれないのか。
浅田専務理事：学術的なところ
で審議項目が決められる諮問を
している。その内容についての
答申は当然に参考にされる。
櫻井：最終的にこの建議書に
なったと、もう一度各単位会や
各会員に建議書をフィードバッ
クして、最終的にこれでいいだ
ろうかというようなプロセスを
踏むというのは実務的に難しい

ものか。
浅田専務理事：難しい。提出時
期を決めて提出の依頼文書を出
す。建議は6月の理事会に出て
くる。正副会長会、常任理事会、
理事会という日程を経なければ
ならない。また年に1回の建議
でいいのかという疑問もある。
櫻井：建議項目30項目のうち
10項目程度に絞って、国会陳
情などを行っている。削ってい
くのはどういった基準で、どの
ようなプロセスなのか。
小林幹事長：11項目。前段に3
つの重点項目があるので全部で
14項目。これの取捨選択につ
いては、日税連の調査研究部と
日税政ですり合わせをして、重
要度の高いものから抽出をして
いる。
小川会長：国会議員と1時間も
膝をつめて話をするのは非常に
難しい。まず先頭にある重点3
項目を中心にお願いをする。
櫻井：全国青税の意見書は連合
会では読んでいないのか。
小川会長：私は調研担当じゃな
いが、ルールからいくと各単位
会から上がってきたものの集約
が日税連の建議書。全国税理士
会員の意見の集約でもある。優
先順位としては各単位会が優
先。ただもちろん参考にはして
いる。優先順序になれば各単位
会から上がることが当然。建議
権は各単位会にもある。しか
し15の単位会と日税連が出し

ている意見が違った場合にどう
なるか。だから各単位からは意
見書という形式で出す。理事会
のあとで日税連の担当専務と日
税政の幹事長、日税連の調研部
長、日税政の政策委員長の4人
で最終的に決める。それを日税
政の正副会長と日税連の正副会
長が了承する。だから時間がか
かる。任意団体の意見書という
のは出していただいてもいいが、
やっぱり各単位会の出している
ものが優先になる。まずは調研
部が会員に対して意見の募集を
する。そこへ積極的に出すのが
一番の本筋。
坂井：重要性に従って絞り込む
のはいいが、絞り込んでしまっ
て外されてしまった項目につい
ても活かす方向性がないと、こ
の部分が聞きたいのに税理士会
はこれしか言わないのかという
評価なってしまう。どうせダイ
ジェスト版を作るのなら、分厚
いものも作るべきと個人的には
思う。
櫻井：続いて法人税率の引き下
げに関して。引き下げをするの
は、もちろん意見としては我々
も同意する。ところが課税ベー
スが広がると納税額、税負担が
増える。結果的に中小企業に対
して税負担が増えるような税制
改正になっていないか。
浅田専務理事：日税連の総会の
日に日本経済新聞に日税連が一
面広告を出した。麻生大臣が来

� 和田専務理事� 池谷総務部長� 浅田専務理事
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賓として出席し「こんな反対を
する団体になぜ出席しないとい
けないのか。」と挨拶をされた。
建議書の法人税の1ページの下
2段目3段目に書いてある、財
政健全可能性が法人税率の引き
下げ税収の確保のための課税
ベースの拡大。消費税を上げる、
そして法人税を下げる。だから
財源がそっちへ移行するのでは
ないかという疑問を持たれたら
困る。政治家は法人税を下げる
のは法人税のなかだけで上げて、
下げる。消費税率のアップと一
緒にされると困るという。だか
ら新聞に書かしていただいたと
おり、中小企業に負担なること
はどうか考慮してくださいって
ことを言い続けている状況。
櫻井：税率が下がっても所得が
下がっていくと課税ベースが随
分と広がる雰囲気があると懸念
する。
浅田専務理事：課税ベースを下
げるついでなのではなく、中小
企業に過大な負担がからないよ
うに主張している。
櫻井：よく我々もあるべき税
制、公正な税制ということで議
論していくなかで、大きな部分
では日税連が考える方向性と大
きく変わるところはないと思
う。税理士が望む公平な税制を
実現するうえで、我々が望む税
制がより実現していく近道だと

思う。
浅田専務理事：我々が日税政活
動に参加して言うことは非常に
効果的だと思う。本当に我々が
出す項目が実現するようになっ
たのは、議員への陳情活動の積
み重ね。日税政活動に興味を持
ち、参加していただきたい。
櫻井：各所属単位会に任意団体
としてでも個人としてでも意見
書を出していくと。
小川会長：さっきは建前を申し
上げたので、任意団体として意
見書を出していただくと参考に
はなる。行政当局は税理士会が
正面を切っていく。あとは政治。
税理士法改正であれだけできた
のは、やはり地域の議員に対し
て、後援会とか地域の税政連を
通じて働きかけがあるから。税
理士会の会員として直接意見を
言っていただくのと、団体とし
て意見書を出すことと、税政連
を通じてこれはと思う議員に対
しては積極的にアピールして、
お手伝いをしていく。その方向
しか基本的にはない。最初は挫
折感にさいなまれていたのが調
研部。それがある程度通りだし
たのが民主党政権。12月の14、
5日ごろに与党税制改正大綱が
出る。昔はそのころに陳情をし
に行った。それでは遅い。実際
は10月か11月ごろに財務金融
委員会で議論がされる。そこの

議題に上げてもらうためには、
その前に持っていかないといけ
ないとわかったのがほんの数年
前。いろいろな意見はあるが、
民主党は透明化しようと非常に
努力されて与党税調はやめ、政
府税調だけにした。その流れと
いうのは自民党が与党になって
からでもそう戻ってはいない。
地道な努力をしていきたい。
中村専務理事：機関決定も何も
してないが、税理士の声が税制
のなかにどう反映するかという
永遠の命題。池田会長の考えの
なかに党税調、政府税調と同じ
ように税理士税調というものを
作ってみたらどうかというもの
がある。建議権を持っているの
は税理士会だけ。そして国連、
それからOECDへ。会長がヨー
ロッパ税務連合（CAP）の対象
に聞いたらそういう発想が全然
ない。日本には税理士制度があ
るということを AOTCA の会
長になってその説明をした。そ
のなかで税理士から見た税制が
できたらいいと。今は予算も
なくイメージだけだが。青税の
力を借りたいという気持ちがあ
る。ここ何年か中小企業庁にも
建議書を持っていって大雑把な
説明をしている。各商工会など、
さまざまな団体が要望書を出し
ているが、みんな我田引水的な
要望なだけ。税理士会だけはあ

� � 全青税執行部
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るべき税制、国民の負担をどう
軽減していくかということに対
する目線で建議をしている。こ
れが他の団体とか関係団体と違
うところ。商工会議所の経営相
談員ではなく、税理士を中小企
業の認定支援機関にすることに
なったのも、建議書をまとめた
税制面の活動があったから。こ
れからは先生方も含めて若い年
代がやっていくこと。ともにど
ういう方向を目指すのかを議論
しればならないと思う。

3　税理士制度

小林（敬）：国税職員の情報漏
洩事件についての対応と税理士
法改正、所属税理士制度に関す
るQ&Aについて聞きたい。ま
ず国税職員の情報漏洩事件につ
いての対応だが、大阪国税局の
現職職員が、国税OB税理士に
対して調査情報を漏らすという
事件があり、青税も26年10月
15日付で国税庁と日税連に意
見書を提出している。意見書は
国税庁への抗議と事実関係の公
表を求めること、今後の税理士
制度のあり方への検討だが、こ
の事件について日税連が国税庁
へどういった対応をしたのか聞
きたい。
浅田専務理事：国税OB税理士
であっても、我々税理士会の会
員であるため綱紀粛正が必要で

ある。そのため国税庁、国税局
に抗議する前に、我々が襟を正
さなければならない。今回の税
理士法改正でも登録拒否事由が
入るなど対応していることを理
解いただきたい。
小林（敬）：こういった事件があっ
た場合、国税庁から日税連に対
して情報提供などはあるのか。
浅田専務理事：情報提供はな
い。容疑者は地検特捜部が逮捕
する。捜査に入ったことは分か
るが、逮捕起訴となると国税局
ですらわからない。
小林（敬）：平成26年の税理士
法改正で懲戒免職等になった公
務員について税理士の登録拒否
事由の見直しが盛り込まれた
が、不祥事を起こした国税職員
の税理士登録と、調査情報を取
得した国税OB税理士への対応
について聞きたい。今回のケー
スの場合、事件を起こした国税
職員から税理士登録の申請が
あったらどう対応するのか聞き
たい。
中村専務理事：国家公務員と地
方公務員は過去の懲戒歴などが
わかる。登録に際して欠格期間
中にどういうことを行っていた
のか、どうやって所得を得て生
活をしていたのかを確認するよ
うにしている。また欠格期間中
に研修や倫理に関する研修の義
務化を課していくことも考えて

いる。
小林（敬）：情報漏洩を教唆し
たというこの国税OB税理士に
ついては日税連で特定できてい
るのか。
中村専務理事：個人情報保護法
という枠のなかではなかなか難
しい。しかし情報が入ってきた
段階で、信用失墜行為などで懲
戒の対象にはなり得る。
小林（敬）：今後こういった不祥
事があった際には、国民納税者
に対して会長声明など出すこと
を検討しているのか。日本弁護
士連合会では、弁護士や元弁護
士が犯罪を起こすと、会長声明
としてホームページなどで再発
防止や信頼回復に努める旨のコ
メントが出されている。
中村専務理事：税理士会には監
督官庁があり、自治権の中で
やっている弁護士会とは違う。
税理士会も国民にアピールする
必要性はあるかもしれないが、
監督官庁との連絡調整が最優先
と考えている。内部の規律を高
めるための情報発信は綱紀部を
中心に絶えず行っているが、国
民に対して情報発信をする必要
はないかと思う。
小林（敬）：最後に要望だが、
国税OB税理士と国税職員の間
には現役時代のしがらみなど構
造的な問題が根本にある。税務
官公署等の行政実務経験者への

� 全青税執行部� 緊張をほぐす小林総務部長
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税理士資格付与制度が、こう
いった情報漏えい問題の土壌と
なっている。従前よりの当連盟
の主張だが、今後の税理士法改
正に向けて国税OB税理士への
資格付与に一定の制限を加える
ことに取り組むべきである。
小川会長：一つだけ申し上げる
と今回の税理士法改正におい
て、非行を行った国税職員につ
いては、税理士となる資格の停
止ではなく剥奪を予定していた。
しかし内閣法制局に、資格と資
質は違うと言われたこともあり、
抜本的な法改正をしない限り資
格を取り上げるのは無理。それ
に国税職員が何万人もいるが、
非行を行うのはある意味わずか。
国税OB税理士は影響力が高い
から大きく取り上げられるが、
他の税理士もけっこう問題を起
している。今回の税理士法改正
では、問題を起こした国税職員
等の登録に際して本当に悔い改
めたかの資質をチェックするこ
とができるようになったので、
少し前進があったと思う。資格
についてはもう1つ先の話だと
思っている。
坂井：この件については、昨年
の懇談会のときにも発言したが、
国税OB税理士と現職国税職員
とのあいだの癒着の関係は、明
らかに制度上の問題・欠陥であ
り、実害も多く出ているという
事実があり、今後の税理士法改
正においては資格取得の問題に
関し、ぜひその辺りを踏まえて
検討していただきたい。
小川会長：それはポイントには
なっていると思う。今回は税理
士法の改正に至らなかったけれ
ども、公認会計士についても、
既に公認会計士で税理士になっ
た人が自動資格付与されてどれ

だけの問題起こしているのかと
聞かれても計量ができてない。
坂井：国税OB税理士の非行は
影響が大きいため、税理士全体
の信用を棄損するようなことを
これ以上起こさせないためにも、
資格取得制度のことに話をもっ
ていっていただきたい。
櫻澤：現在7万人いる税理士の
うち、たとえば5科目の合格者
が何名いるのか、国税職員の
OBの方が何名いるのかといっ
た統計情報も出していただきた
い。
池谷総務部長：国税職員のOB
であっても5科目合格者はいる
が、そういった人も国税OB税
理士として捉えているようなこ
ともあり、簡単に色分けはでき
ない。ダブルマスター、シング
ルマスターもそうである。しか
し現在証票の更新制度のプログ
ラムを作っており、そこに合わ
せて過去の基礎データも見直し
ている。事務局ともすり合わせ
をしたうえで要望に応えられる
か検討したい。
小林（敬）：次に税理士法改正
について。まず指定研修につい
て、今回の税理士法改正で公認
会計士については国税審議会が
指定した税法に関する研修を修
了した者には税理士となる資格
を有することとされた。この指
定研修については、現在その内
容や運用方法が明らかにされて
いない。しかし指定研修を修了
した公認会計士が、税理士試験
を合格した税理士と同等の知識
を有することを担保することが
必要となってくると思われる。
そこで、この指定研修がどのよ
うなものになるのか、指定基準
など現在わかっていることがあ
れば教えていただきたい。

小川会長：公認会計士協会と違
い国税審議会は独立機関である
ため、税理士試験の合格程度の
水準を担保することは重く受け
止めてやってもらえるはずであ
る。まだ3年ぐらい時間がある
ので、具体的には動いていない
ようである。また指定研修につ
いて注文をつけるのであれば、
我々税理士会も登録時研修など
でしっかり研修を行っているこ
とを主張できるようにするのも
課題だと思っている。
小林（敬）：この国税審議会に
ついては、昨年の懇談会でも
我々に勉強するよう言われてい
たが、末端の税理士がこの国税
審議会について知るすべがない。
今後国税審議会やその中の税理
士分科会についてもっとオープ
ンにしていただきたい。そういっ
たことを日税連から働きかける
ことはできるのか。
池田会長：税理士分科会は5人
の委員がいるが、その中の一人
は税理士である。そこからの情
報によると具体的には指定研修
の話には入っていない。青税に
対してこちらから質問したいが、
青税は政治連盟に対してどのよ
うな考えを持っているのか。ま
た今後青税の中で政治連盟は作
る予定があるのか。政治という
ものに対し、青税はどういう立
ち位置で考えているのか。今ま
での質問は要望ばかりだが、要
望を実現するのは政治である。
だから税理士として政治に関与
してもらいたい。日税連にしっ
かりやれ頑張れというだけでは
なく、一緒に頑張ってほしい。
水野：青税も政治家に直接建
議・陳情することはやっている。
池田会長：政治家に一緒に働き
かけを行ってもらいたい。現在
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共産党以外の議員については後
援会がある。どの政党であって
も税理士のために、あるべき税
制を理解する議員なら推薦する
べきである。民主主義は国会で
決められる法律がすべてである。
そのため青税にも要望だけでは
なく、そこまで一緒にしてほし
い。同じバッジをつけているの
であれば、日税連の批判ばかり
するのではなく、一緒に陳情に
行ってほしい。
小林（敬）：最後に平成25年11
月3日に日税連と日本公認会計
士協会との間で交わされた確認
書について聞きたい。この確認
書では「平成26年度税制改正に
おける税理士制度の見直しに関
し、日本税理士会連合会と日本
公認会計士協会は、下記のとお
り合意したことを確認する」と
記載され、「税理士法3条に関
して更なる見直しを求めない。」
との記述がある。このくだりに
ついては、読み方によっては未
来永劫3条4号については改正
しないというふうにも理解でき

るが、今後どう扱っていくのか。
池田会長：私も何回も言ってい
るが、この部分は大きな決断で
あった。もしどうしても科目合
格でければ認めないという姿勢
を続けていれば、話自体が流れ
た。一旦流れてしまえば、今後
何年経っても絶対行政が受けつ
けてくれず、俎上にものらない。
そのため何としてでも突破口と
して日税連はここを取りたいと
いった政治的な形で確認書が交
わされた。確認書というものは、
政治的によく使われるもの。い
わば一つの文章について二通り
に読み取りができるようにして
おき、お互い譲っていないとい
えば譲っていなかったというよ
うにもとれるもの。また未来
永劫に3条問題は触れられない
ということではない。立法での
変動があれば直してもいいと読
める。今すぐこの3条問題に取
り掛からなくとも、そういうこ
とを頭に入れて、これから取り
組んでいく必要性がある。その
ために今度の指定研修の内容を

チェックしていく必要がある。
もちろん日税連にそれをチェッ
クする権利はないが、チェック
していこうという姿勢が、国税
審議会に届くのではと思う。だ
から必ず税理士会から1人国税
審議会に入れるので、その1人
にチェックのお願いをしていく
ことになるであろう。この確認
書があるから未来永劫に何かが
触れられないということはない。
それだけは断言できる。青税に
お願いしたいが、このことはそ
のままにしていてはいけないの
で、絶えず毎年主張していって
ほしい。
小川会長：我々もそうだが、言
い続けないと駄目。言い方につ
いてはもちろん工夫がいる。今
までのやり方ではあそこまでだっ
たということは、政治的に足り
ない部分があったから。だから
もう1回仕切り直して考えてい
く必要がある。

 法 対 情 報

　　　法対策部より活動報告
� 法対策部長　谷 川 洋 平 （近畿）
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1．はじめに

　本年度の法対策部は、昨年度
に引き続き、税理士制度対策
委員会（小林敬幸委員長・近
畿）、税制対策委員会（小原勝
己委員長・神奈川）、納税環境
整備委員会（鈴木茂和委員長・
東京）の 3 委員会を設置し、全
国青年税理士連盟規約第 2 条

（目的）に掲げられる「国民の
ための税理士制度の確立」、
「国民のための租税制度の改
善」の目的達成のために、当連
盟としての意見を取りまとめ、
意見書・要望書等の作成・提
出、懇談会、国会陳情などを通
じ、関係機関への提言等を行っ
てきました。これらの提出した
意見書や要望書等については、

広く意見を周知するべく全国青
年税理士連盟のホームページに
おいて掲載しております。
　この在任期間中における法対
策部所掌事項の主なトピックと
しては、税理士制度対策委員会
に関する事項として「日本税理
士会連合会の機構改革」につい
ておよび「税理士法のさらなる
改正」にむけて、会員に広く意
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見募集を行い、意見書および要
望書を作成し日本税理士会連合
会に提出をしました。また、納
税環境整備委員会に関する事項
として「納税者権利憲章」の勉
強会、国会陳情を行いました。
そして、税制対策委員会に関す
る事項として「税制改正に関す
る要望書」を作成し日本税理士
会連合会に提出をしました。
　ここで、この 1 年間の法対策
部の活動について、提出した意
見書や要望書等および、活動に
沿って、それぞれの主張や経
緯、背景などを、私見を交えて
ご報告させていただきます。な
お、この原稿の執筆は 6 月の初
旬であり、未確定の情報や活動
などがあるかもしれません。
　また、任期である 8 月 9 日の
定期総会までに新たな動きがあ
るかもしれませんが、その際は
ご容赦いただきたく存じます。

2．税理士制度について

⑴�　日本税理士会連合会の機構
改革について

　日本税理士会連合会の機構改
革については、先ず当連盟が過
去に作成し提出した要望書を手
に入れるところから始まりまし
た。調べると日本税理士会連合
会に提出した要望書は 3 つあり
ました（昭和57年度、平成13年
度、平成14年度）。また、当連
盟の総会の議案書で日本税理士
会連合会の機構改革について書
かれているものを調べました。
4 年度連続して書いてありまし
た（平成11〜14年度）。最初の
部会において、 3 つの要望書と
4 年度の事業計画および事業報
告の勉強会をしました。そして
原案を作成し理事会に上程しま
した。しかし、広く会員より意

見をもとめてから作成・提出す
るよう意見があり、再考するこ
とになりました。その後期限を
設け意見募集を行い、改めて原
案を作成し理事会に協議事項と
して 2 回上程をし、 6 月の理事
会において可決される見通しで
す。
　この要望書は坂本会長の熱い
思いがあり、法対策部が一丸と
なって一年をかけて作成したも
のです。平成26年の税理士法改
正が「確認書」という政治的な
決着となったことに疑問を持
ち、日本税理士会連合会の機構
を改革しなければ、今後もこの
ようなことが起こるとの危機感
から作成し、提出をしました。
⑵�　税理士法のさらなる改正に
むけて

　平成26年の税理士法改正が不
本意な結果となり、さらなる改
正の火蓋が切られた今年度、何
ができるのかを考え、広く会員
より意見をもとめることにしま
した。期限を設け意見募集を行
い、原案を作成し理事会に協議
事項として 2 回上程をし、 6 月
の理事会において可決される見
通しです。この意見書は平成26
年の改正税理士法が可決されて
から、初めての当連盟からの意
見書となります。そのため意見
の集約にはちょっと時間が掛か
りましたが、さらなる税理士法
の改正を行う第一歩となります
ので、多少時間が掛かったとし
ても総括は必要だったと思いま
す。
　また、講師を招いて改正税理
士法の勉強会を開催しました。
現在、書籍は既に出版をされて
おりますが、当時は出版前の内
容にも関わらず、惜しみなく
語っていただけましたこと大変

感謝しております。
⑶　その他の意見書等について
　昨年度に続き、またも国税職
員と国税OB税理士による情報
漏えい事件が発生したため、国
税庁へ抗議文および、日本税理
士会連合会へ要望書を提出しま
した。そもそも国税OB税理士
という制度があること自体が、
この事件が起きた根本だと考え
ます。当連盟の昔からの主張で
ある、「税理士となる資格を有
する者は税理士試験の合格者の
み」とすることが、国民すべて
に対して公平・公正な資格取得
制度だと考えます。複数の資格
取得制度は即刻廃止するべきで
す。本当に悔しい思いで提出を
しました。

3．税制改正について

⑴�　税制改正に関する要望書に
ついて

　要望項目は多岐にわたってい
ますが、今年度も重点要望項目
として 3 点挙げました。「国税
通則法の目的規定を見直し、か
つ、納税者権利憲章を制定する
こと」、「立法過程の透明化を
図ること」については、いずれ
も自由民主党政権下では敬遠さ
れる項目ではありますが、昨年
度からの引き継ぎ項目として主
張をしました。もう 1 点は「消
費税を基幹税化させず、公平・
中立・簡素な税制を構築するこ
と」。消費税率の引き上げが行
われ、法人税率の引き下げが色
濃くなってきた時期でしたの
で、憲法から要請される応能負
担の原則の観点から公平な税制
を構築すべきと意見をしまし
た。
⑵�　所得税基本通達の制定につ
いて
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　『「所得税基本通達の制定に
ついて」（法令解釈通達）の一
部改正（案）（競馬の馬券の払
戻金に係る所得区分）に対する
意見』を作成し、国税庁課税部
個人課税課審理第一係へ提出を
しました。国税庁はこの通達で
最高裁判所の判決を極々限定的
に適用させようとしているた
め、当連盟は通達ではなく法
律で対応すべきと意見をしまし
た。そもそも現行の所得区分は
65年前に制定されたものであ
り、時代背景の変化に対応でき
ていないため制度疲労を起こし
ていることも意見しました。こ
のことは税制改正に関する要望
書にも書いてあります。

4．納税環境整備について

⑴　納税者権利憲章
　納税者権利憲章については、
2 回勉強会を開催しました。部
員による勉強会と講師による勉
強会でした。部員による勉強会
は、部員全員が納税者権利憲章
への想いを一つに共有できるよ
う行いました。講師による勉強
会は海外との比較がメインでし
た。日本は諸外国に比べて大変
遅れているため、早期に制定す
るよう国会議員に陳情を行いま
した。国会開催の時期が確定申
告時期と重なっていますが、例
年通り陳情を行いました。ある
国会議員の計らいで、衆議院予
算委員会の傍聴ができたのは滅
多に経験の出来ない体験となり
ました。
⑵�　特定個人情報の適正な取扱
いに関するガイドラインにつ
いて

　『「特定個人情報の適正な取
扱いに関するガイドライン（事
業者編）（案）」に関する意

見』を作成し、内閣府特定個人
情報保護委員会事務局総務課へ
提出をしました。安全管理措置
を講ずる必要はありますが、民
間の事業者に多くの負担を負わ
すべきではないことを意見しま
した。また、多くの負担を民間
事業者に負わせなければ安全が
保たれないシステムなのであれ
ば、システムとして問題である
ため、システムを再構築すべき
であることも意見しました。さ
らに、行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利
用等に関する法律（番号法）に
おいては、罰則を新設する等罰
則の強化がされておりますが、
その罰則内容には差異がみられ
ました。それぞれの行為による
差異の基準が不明確であったた
め、基準を明確にするよう意見
しました。

5．おわりに

　全国青税は、全国各地域にあ
る 9 つの単位青税の集まりであ
り、実際に顔を合わせて議論す
るのが距離的に困難であるにも
関わらず、今年度は理事会の開
催日の午前中に法対策部会を開
催するなど工夫をし、全 9 会の
部会を開催し、部員が集まれる
機会を設け議論をしました。
　 他 に も 環 太 平 洋 経 済 連 携

（TPP）協定の越境サービスの問
題や社会保障・税番号制度（マ
イナンバー）の運用、そして消
費税の軽減税率（複数税率）の
反対など当連盟が取り組むべき
問題は山積しています。これま
で以上に深い議論と国民のため
の税理士制度、租税制度のため
に積極的な意見発信の必要性を
感じます。今年度の活動がその
一助となればと祈念しています。
　最後になりましたが、一年間
忙しい中一緒になって法対策部
を支えてくださいました各委員
長、積極的に意見を述べてくだ
さいました法対策部の部員の皆
さま、そして協議や審議にご協
力をいただきました理事の皆さ
ま、この場をお借りして厚く御
礼を申し上げます。今後とも法
対策部の活動に対してご支援ご
協力のほどよろしくお願い申し
上げます。

　不慣れな私に根気強くお付
き合いをしていただいた税経
の柳様本当におせわになりま
した。ありがとうございます。
　さて、来月の全国大会は「さ
いたま」でおもてなしをさせ

ていただきます。多くの会員・
家族の方のご参加を希望して
おります。
　また、お会いしましょう。

広報部長　小森秀子

あとがき


